
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2019 年 2 月、日 EU・EPA が発効しました。日本と EU は世界の GDP の約 3 割、貿易額（往復貿易）の約
4 割を占める巨大経済圏であり、本協定によって、多くの関税が撤廃され、様々な分野でビジネス環境が整備
されています。また、来年 5/29～6/2 には仏・リヨンにて欧州最大級の総合食品見本市である Sirha が開催さ
れます。 

今回のオンラインセミナー(Zoom 使用)では、食品関連にフォーカスをして日 EU・EPA の概要や動向と 

関税削減メリットを得るための留意点、活用の際に必要となる原産地規則の自己申告制度や具体的手続きにつ
いて解説します。欧州ビジネスを開始・拡大されたい和歌山県の食品関連企業の方は、是非この機会にご参加
ください。 

注）Zoom 使用の手順等は、添付「Zoom ご利用条件・視聴環境・免責事項」をご覧ください。 
Zoom にかかる ID や URL がメール、SNS 等で不用意に拡散されることのないようにご注意ください。 

令和 2 年 11 月 10 日 

資料提供 

担当課 和歌山県食品流通課 ジェトロ和歌山 

担当者 三木・花田 吉田・新谷・丸畑 

電 話 073-441-2813 073-425-7300 

日 時 2020 年 12 月 3 日（木） 14:00～16:00 

会 場  (オンライン) 受講者の事務所・ご自宅等より Zoom による受講 

主 催 
ジェトロ和歌山、和歌山県、和歌山県商工会議所連合会、和歌山県商工会連合会、 

公益財団法人わかやま産業振興財団 

後 援 紀陽銀行、きのくに信用金庫 

プログラム 

Ⅰ 開会挨拶 

Ⅱ (仮題)「食品関連 日 EU・EPA 活用促進とその具体的手続きについて」 

     講師：東京共同会計事務所 小林 万里子 氏 

Ⅲ 質疑応答 

Ⅳ 閉会挨拶 

※プログラムは変更する場合がございます。 

定員 20 名 参 加 費 無料 

申込み締切り 
2020 年 11 月 25 日（水）23：59 

※定員になり次第、お申込み受付を締め切らせて頂きます。 
  

申込み先 
以下のウェブサイトよりお申込みください 

URL： https://www.jetro.go.jp/events/wak/71a84dc913b4b3ae.html 

問い合わせ先 
ジェトロ和歌山 吉田、新谷、丸畑 

TEL：073-425-7300 E-mail：WAK＠jetro.go.jp 

セミナー開催のご案内 
 

－和歌山県内企業向けー   

「食品関連 日 EU・EPA活用促進オンラインセミナー」 
 

～新型コロナウイルス感染症の影響に伴う現在のビジネス環境について～ 

 

＜ 講師略歴 ＞ 東京共同会計事務所 トレード・コンプライアンス部  小林 万里子 氏 

立教大学異文化コミュニケーション学部ご卒業後、JXTG エネルギー株式会社（現：ENEOS 株式会社）にて、 

法人営業と税務・経理業務に従事。東京共同会計事務所に入所後は、EPA 相談デスク専門相談員として活動され、 

通関士の資格を活かし、EPA 活用初心者向けワークショップ等にて、EPA／FTA の原産地規則の確認方法や 

書類作成に関してアドバイスを行っておられます。 
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